
　
１
９
４
８（
昭
和
23
）年
12
月
10
日
、
国
際
連
合
に
お
い
て
世
界
人
権
宣
言

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
12
月
10
日
を
世
界
人
権
デ
ー
、
そ

の
前
１
週
間
を
人
権
週
間
と
定
め
、
人
権
意
識
の
普
及・高
揚
の
た
め
の
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
詳
し
く
は
、
二
生
涯
学
習
課（

㉒
２
５
０
０
）へ
。

　人
権
は
人
が
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
自

由
で
幸
福
な
生
活
を
送
る
た
め
に
欠
か
せ

な
い
大
切
な
権
利
で
す
。な
じ
み
が
な
く
、

よ
く
分
か
ら
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　偏
見
や
差
別
の
な
い
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
世
界

各
地
で
は
、
人
種
差
別
や
地
域
紛
争
に
伴

う
人
権
侵
害
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
ニ

ュ
ー
ス
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　日
本
で
も
、
子
ど
も
や
高
齢
者
、
障
害

　市
は
、
市
民
の
人
権
尊
重
意
識
を
高
め

る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行

っ
て
い
ま
す
。
今
号
は
、
市
人
権
教
育
推

進
協
議
会
の
委
員
の
寄
稿
文
を
掲
載
し
ま

す
。
人
権
問
題
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、
今
月
は
、
市
内
の
小・
中
学
生

か
ら
募
集
し
た
人
権
尊
重
ポ
ス
タ
ー
の
入

賞
作
品
の
展
示
会
を
12
月
12
日
（木）
ま
で
、

本
庁
舎
市
民
ホ
ー
ル
で
開
催
し
て
い
ま

す
。
12
月
６
日
（金）
に
人
権
教
育
講
演
会
を

開
催
し
ま
す（
ど
ち
ら
も
詳
細
を
広
報
し

ぶ
か
わ
11
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）。

　人
権
と
い
う「
誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に

持
っ
て
い
る
幸
せ
に
な
る
権
利
」を
市
民
一

人
一
人
が
お
互
い
に
尊
重
し
合
い
、
共
に

明
る
く
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実

現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

人
権
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

日
本
の
人
権
問
題

人
権
は

幸
せ
に
生
き
る
権
利
で
す

12
月
10
日
は
世
界
人
権
デ
ー

個
人
の
尊
厳
が
大
切
に
さ
れ
る

社
会
を
目
指
し
て

▲�市ホームページ
はこちら

が
あ
る
人
等
へ
の
虐
待
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
等
の
女
性
へ
の
暴
力
、

性
的
少
数
者
や
外
国
人
、
犯
罪
被
害
者
、

病
気
の
感
染
者
等
に
対
す
る
偏
見
や
差

別
、
部
落
差
別（
同
和
問
題
）、
家
庭
や
勤

務
先
等
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
な
ど
、

人
権
問
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　近
年
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
誹ひ
ぼ
う謗

中
傷
や
、

個
人
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
、

あ
る
い
は
、
特
定
の
地
域
な
ど
に
関
連
し

た
、
差
別
を
助
長
す
る
よ
う
な
情
報
を
発

信
す
る
と
い
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

人
権
侵
害
も
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
自
分
に
は
関
係
な

い
こ
と
だ
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
い
れ
ば
、
誰
で
も
被
害
に
遭
う

可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
自
分
が
他
人

に
対
し
て
害
を
与
え
て
し
ま
う
可
能
性
も

あ
る
の
で
す
。

市
人
権
教
育
推
進
協
議
会
委
員
の
寄
稿

　障害のある人とは、心身の機能に障害があり、その障害や
社会の中の障壁によって生活に制限を受ける状態にある人を
いいます。
　障害のある人といっても、その障害はさまざまであるため、
人の多様性に対応できていない社会は、障害のある人の自立
と社会参加を阻む障壁を作り出します。この状況を変えるた
めには、社会全体でその障壁を取り除くことが重要です。
　例えば、車椅子の人が「上の階にある店に行きたい」と思っ
たとします。階段しかなければ、自力で上の階に行くことは
できません。しかし、車椅子で乗ることができるエレベーター

があれば、問題を解決することができます。ここでいう障壁とは、そのようなエレベーターが
設置されておらず、階段しかない状況です。
　障害のある人の自立と社会参加を阻む障壁には、例で挙げた物理面の障壁のほかに、制度面
の障壁、文化・情報面の障壁、心の障壁があります。
　障害のある人もない人も、分け隔てられることなく共生する社会を実現するために何が必要
か一人一人が考え、理解を深めていくことが大切です。共生社会を実現するために、自分がで
きることを考えて行動していきましょう。

　生活が豊かになり、何でも手に入る便利な時
代となりました。しかし、子どもを取り巻く問
題は年々複雑になっています。いじめ、虐待、
体罰、インターネットを通じての犯罪、家庭の
貧困問題、教育機会の格差など。子どもたちが
安全で安心して自分らしくのびのびと育ってい
くこと、自分に自信を持って生きていくことが
大変難しくなってきていると感じます。

　子どもの基本的人権を国際的に保障する「児童の権利に関する条約」には、「生命、生存及び
発達に対する権利」、「子どもの最善の利益」、「子どもの意見の尊重」、「差別の禁止」の４つの
原則が掲げられています。また、日本では、令和５年に「こども基本法」が施行されました。日
本の社会全体で子どもに関する取り組みを進めることが法律で定められ、子どもたちが守られ
るようになりました。私たち大人が、子どもたち一人一人を愛し、話をよく聞き、一緒に成長
して、人としての土台である「心」を大切にしながら、子どもたちに接していければと思ってい
ます。

　12
月
10
日
～
16
日
は「
北
朝
鮮
人
権

侵
害
問
題
啓
発
週
間
」で
す
。
国
民
的

な
課
題
で
あ
る
拉
致
問
題
を
は
じ
め
、

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

に
対
し
て
、
関
心
と
認
識
を
深
め
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
北
朝
鮮
に
よ
る「
拉

致
容
疑
事
案
」、「
拉
致
の
可
能
性
を

排
除
で
き
な
い
事
案
」に
関
す
る
情
報

提
供
な
ど
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　詳
し
く
は
、
渋
川
警
察
署（

㉓

０
１
１
０
）へ
。

「『誰か』のこと じゃない。」
人権啓発ショートストーリー公開中

障
害
者
の
人
権

子
ど
も
の
人
権

　人権問題は決して、自分
以外の「誰か」のことでは
ありません。主人公たちが
気付いていく様子をさまざ
まな角度から描く、９本の
動画です。
（法務省・人権啓発動画）

▲�動画はこちら

拉
致
問
題
へ
の

関
心
を
高
め
ま
し
ょ
う

個人の尊厳が大切にされる社会を目指して

9 8令和６年12月号 広報しぶかわ


